
まちからのお知らせ、生活に関する制度について

◆通所リハビリテーション（デイケア）について

介護保険事業の実績についての報告（利用者の１割負担を除いた大崎町の支払い分）

第1号被保険者（65歳以上の人） ４，８０３人 平成25年４月末日
現在要介護（支援）認定者 　　　９４２人

給
付
実
績

在宅介護サービス費 ３９，５４３，５０４円

平成25年３月の
給付実績

施設介護サービス費 ５５，６６３，１７３円
その他（介護予防サービス費も含む）  ２８，９８６，４８０円
介護サービス費　　　合計 １２４，１９３，１５７円

◆大崎町の介護保険事業の報告

　通所リハビリテーションは、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を
営めるように、介護老人保健施設や病院・診療所が、在宅の要介護者に通ってき
てもらい（送迎し）、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションを提供
することで、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
　○大崎町内のサービス事業所
　　　医療法人　玲心会　サンセリテのがた　ＴＥＬ　４７１－００８８
　　　医療法人　牧瀬内科クリニック　　　　ＴＥＬ　４７７－２１２１

要介護度 自己負担分（１割） サービス費用
要介護１ 　　　　　　　　５０２円 　　　　５，０２０円
要介護２ 　　　　　　　　６１０円 　　　　６，１００円
要介護３ 　　　　　　　　７１７円 　　　　７，１７０円
要介護４ 　　　　　　　　８２４円 　　　　８，２４０円
要介護５ 　　　　　　　　９３１円 　　　　９，３１０円

≪通所リハビリテーションとは≫

≪費用のめやす（１日につき）≫

◎通所リハビリテーション費（要介護の人）

※通常規模型の費用　４時間以上６時間未満の場合

要介護度 自己負担分（１割） サービス費用（１か月）
要支援１ 　　　　　　　２，４１２円 　　　２４，１２０円
要支援２ 　　　　　　　４，８２８円 　　　４８，２８０円

◎介護予防通所リハビリテーション費（要支援の人）

≪ご注意！サービス利用費に含まれません≫

　通所リハビリテーションのうち、①食費②おむつ代③その他の日常生活に
通常必要で利用者負担が適当な費用は、介護保険の給付対象になりませんの
で、ご注意ください。（６月号に掲載した通所介護と同じ）

≪対象者≫

　対象者は、症状が安定期にあり、上記施設で、診療に基づき実施される計画的な医学的管理下でのリハビ
リテーションが必要と主治医が認めた要介護者です。

介護 みんなで支える介護保険 No127みんなで支える介護保険 No127 保健福祉課　介護保険係
☎476-1111（136）

問
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